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「証券検査に関する基本指針」の一部改正 新旧対照表 

改正後 現行 

Ⅱ 検査実施の手続等 

 

８．検査実施の留意事項 

 

(１) 検査命令書等の提示及び説明事項 

主任検査官は、臨店検査着手時に検査対象先の責任者に対し、検

査命令書及び検査証票を提示し、原則として、以下の事項について

説明を行うものとする。 

① 検査の権限及び目的(一般検査・特別検査の別を含む。また、検

査の実効性の確保に支障が生じない範囲で、検査の重点分野にも

言 及する。) 

② 検査への協力依頼 

③ 検査のプロセス(初回検査先以外は省略可。) 

④ 検査関係情報(Ⅱ８．(２)①参照)の第三者への開示制限の概要

⑤ 検査モニターの概要(Ⅱ 検査実施の手続等「10．検査モニター」

参照) 

⑥ 意見申出制度の概要(Ⅱ 検査実施の手続等「12．意見申出制度」

参照) 

⑦ 必要な提出資料の提示(Ⅳ 参考「２．提出資料一覧」参照) 

⑧ その他必要な事項 

予告検査の場合には、検査予告時に、ⅰ．上記①及び②の項目の

説明、ⅱ．臨店検査着手日の伝達並びにⅲ．これ以降の資料保存等

の要請を行うとともに、その後速やかに必要な提出資料の提示を行

うものとする。また、検査予告を受けて、書類や電子メールの破棄

等が認められた場合には、検査忌避行為として厳格に対処する旨も

併せて伝達するものとする。それ以外の項目については、臨店検査

初日までに提示及び説明をするものとする。 

なお、検査官は、相手方の求めに応じて検査証票を提示できるよ

う、常に携帯するものとする。 

 

(２) 検査関係情報の第三者への開示制限 

① 臨店検査着手時の説明事項 

Ⅱ 検査実施の手続等 

 

８．検査実施の留意事項 

 

(１) 検査命令書等の提示及び説明事項 

主任検査官は、臨店検査着手時に検査対象先の責任者に対し、検

査命令書及び検査証票を提示し、原則として、以下の事項について

説明を行うものとする。 

① 検査の権限及び目的(一般検査・特別検査の別を含む。また、検

査の実効性の確保に支障が生じない範囲で、検査の重点分野にも

言及する。) 

② 検査への協力依頼 

③ 検査のプロセス(初回検査先以外は省略可。) 

④ 検査関係情報(Ⅱ８．(２)①参照)の第三者への開示制限の概要 

⑤ 検査モニターの概要(Ⅱ 検査実施の手続等「10．検査モニター」

参照) 

⑥ 意見申出制度の概要(Ⅱ 検査実施の手続等「12．意見申出制度」

参照) 

⑦ 必要な提出資料の提示(Ⅳ 参考「２．提出資料一覧」参照) 

⑧ その他必要な事項 

予告検査の場合には、検査予告時に上記①及び②の項目の説明、

臨店検査着手日の伝達及び検査予告日以後の資料保存等の要請を行

うとともに、その後速やかに必要な提出資料の提示を行うものとす

る。また、検査予告を受けて、書類や電子メールの破棄等が認めら

れた場合には、検査忌避行為として厳格に対処する旨も併せて伝達

するものとする。それ以外の項目については、臨店検査初日までに

説明するものとする。 

なお、検査官は、相手方の求めに応じて検査証票を提示できるよ

う、常に携帯するものとする。 

 

(２) 検査関係情報の第三者への開示制限 

① 臨店検査着手時の説明事項 
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主任検査官は、臨店検査着手時(予告の場合は臨店検査着手前)

に検査対象先の責任者に対して、検査関係情報(検査中の検査官か

らの質問、指摘、要請その他検査官と検査対象先の役職員等との

やりとりの内容及び検査終了通知書をいう。以下同じ。)の第三者

への開示制限の概要を説明するに当たっては、以下の事項を説明

するものとする。 

・ 検査関係情報は、検査対象先の顧客、取引先等に係る保秘性

の高い情報、更には検査の具体的な手法等に関わる情報が含ま

れていること。 

・ 適切な情報管理を行い、検査の円滑な実行を阻害しないため、

検査関係情報を証券監視委事務局証券検査課長(以下「証券検査

課長」という。財務局等にあっては、証券取引等監視官)又は主

任検査官の事前の承諾なく第三者に開示しないこと。 

 

・ 上記を理解の上、検査関係情報を証券検査課長(財務局等にあ

っては、証券取引等監視官)又は主任検査官の事前の承諾なく第

三者に開示しないことの承諾書(以下「第三者非開示承諾書」と

いう。(別紙様式２))に記名押印すること。 

② 第三者非開示承諾書の提出 

検査関係情報は、その取扱いに慎重を期す観点から、以下のと

おり取り扱うものとする。 

イ．主任検査官は、臨店検査着手時(予告の場合は臨店検査着手前)

に検査対象先の責任者に対して、臨店検査終了前であれば主任

検査官(臨店検査終了後であれば証券検査課長(財務局等にあっ

ては、証券取引等監視官))の事前の承諾なく、検査関係情報を

第三者に開示してはならない旨を説明し、第三者非開示承諾書

に検査対象先の責任者から記名押印を受けるものとする。 

ロ．なお、検査・監督部局、自主規制機関及びこれらに準ずると

認められる者並びに検査対象先の組織内に設置された内部管理

を目的とした委員会等の構成員となっている外部の弁護士、公

認会計士、不動産鑑定士等の専門家については、第三者に該当

しないものとする。 

ハ．検査対象先が、臨店検査期間中に、今回の検査に係る検査関

係情報を外部の弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の専門家

に開示の上相談する場合については、主任検査官への事前の報

主任検査官は、臨店検査着手時(予告の場合は臨店検査着手前)

に検査対象先の責任者に対して、検査関係情報(検査中の検査官か

らの質問、指摘、要請その他検査官と検査対象先の役職員等との

やりとりの内容及び検査結果通知書をいう。以下同じ。)の第三者

への開示制限の概要を説明するに当たっては、以下の事項を説明

するものとする。 

・ 検査関係情報は、検査対象先の顧客、取引先等に係る保秘性

の高い情報、更には検査の具体的な手法等に関わる情報が含ま

れていること。 

・ 適切な情報管理を行い、検査の円滑な実行を阻害しないため、

検査関係情報を証券監視委事務局証券検査課長(以下、「証券検

査課長」という。財務局等にあっては、証券取引等監視官をい

う。Ⅱ８．(15)・(16)、10．(２)を除き、以下同じ。)又は主任

検査官の事前の承諾なく第三者に開示しないこと。 

・ 上記を理解の上、検査関係情報を証券検査課長又は主任検査

官の事前の承諾なく第三者に開示しないことの承諾書(以下「第

三者非開示承諾書」という。(別紙様式２))に記名押印すること。 

 

② 第三者非開示承諾書の提出 

検査関係情報は、その取扱いに慎重を期す観点から、以下のと

おり取り扱うものとする。 

イ．主任検査官は、臨店検査着手時(予告の場合は臨店検査着手前)

に検査対象先の責任者に対して、臨店検査終了前であれば主任

検査官(臨店検査終了後であれば証券検査課長)の事前の承諾な

く、検査関係情報を第三者に開示してはならない旨を説明し、

第三者非開示承諾書に検査対象先の責任者から記名押印を受け

るものとする。 

ロ．なお、検査・監督部局、自主規制機関及びこれらに準ずると

認められる者並びに検査対象先の組織内に設置された内部管理

を目的とした委員会等の構成員となっている外部の弁護士、公

認会計士、不動産鑑定士等の専門家については、第三者に該当

しないものとする。 

ハ．検査対象先が、臨店検査期間中に、今回の検査に係る検査関

係情報を外部の弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の専門家

に開示の上相談する場合については、主任検査官への事前の報
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告を求めた上で、主任検査官が検査の実効性の確保に支障がな

いと判断した場合は、当該報告で足り、下記③イ．の開示承諾

申請は必要ないものとする。 

③ 検査関係情報開示承諾申請書の提出 

イ．主任検査官(臨店検査終了後であれば証券検査課長(財務局等

にあっては、証券取引等監視官))は、検査対象先から第三者へ

の開示の申出があった場合には、当該検査対象先から書面によ

る申請(以下「開示承諾申請」という。(別紙様式３))を求める

ものとする。 

検査対象先から開示承諾申請があった場合、主任検査官(臨店

検査終了後であれば証券検査課長(財務局等にあっては、証券取

引等監視官))は、ⅰ．開示の必要性、ⅱ．開示対象者における

保秘義務の状況(守秘義務契約の締結等)、ⅲ．検査の実効性へ

の影響等を総合的に勘案して承諾の可否を判断し、書面で回答

するものとする。 

なお、臨店検査期間中に主任検査官が、検査対象先に対し、

今回検査に係る事項について第三者(例えば、業務委託先)に確

認を行うよう求める場合、その確認を求めるために必要な限度

内の開示については、検査対象先からの開示承諾申請を要しな

いこととする。 

ロ．検査対象先から開示承諾申請が行われることが想定される事

例としては、以下のとおり。 

・ 検査対象先の経営管理会社その他の親法人等への開示 

・ 検査対象先又は検査対象先の経営管理会社の適切な業務運

営に資するとの観点から行われる弁護士、外部監査人、業務

委託先等への開示 

・ 検査対象先に係るデュー・ディリジェンスの目的で行われ

る企業結合等の当事者への開示 

・ 検査対象先に係る破産手続又は民事再生手続が開始された

場合における管財人又は監督委員への開示 

ハ．検査対象先が、過去の検査において、検査対象先の経営管理

会社に対する開示承諾を受けている場合は、当該経営管理会社

が変更している場合等を除きその都度申請の必要はないものと

する。 

 

告を求めた上で、主任検査官が検査の実効性の確保に支障がな

いと判断した場合は、当該報告で足り、下記③イ．の手続は必

要ないものとする。 

③ 第三者開示承諾申請書の提出 

イ．主任検査官(臨店検査終了後であれば証券検査課長)は、検査

対象先から第三者への開示の申出があった場合には、当該検査

対象先から書面による申請(以下「開示承諾申請」という。(別

紙様式３))を求めるものとする。 

 

検査対象先から開示承諾申請があった場合、主任検査官(臨店

検査終了後であれば証券検査課長)は、ⅰ．開示の必要性、ⅱ．

開示対象者における保秘義務の状況(守秘義務契約の締結等)、

ⅲ．検査の実効性への影響等を総合的に勘案して承諾の可否を

判断し、書面で回答するものとする。 

 

なお、臨店検査期間中に主任検査官が、検査対象先に対し、

今回検査に係る事項について第三者(例えば、業務委託先)に確

認を行うよう求める場合、その確認を求めるために必要な限度

内の開示については、検査対象先からの開示承諾申請を要しな

いこととする。 

ロ．検査対象先から開示承諾申請が行われることが想定される事

例としては、以下のとおり。 

・ 検査対象先の経営管理会社その他の親法人等への開示 

・ 検査対象先又は検査対象先の経営管理会社の適切な業務運

営に資するとの観点から行われる弁護士、外部監査人、業務

委託先等への開示 

・ 検査対象先に係るデュー・ディリジェンスの目的で行われ

る企業結合等の当事者への開示 

・ 検査対象先に係る破産手続又は民事再生手続が開始された

場合における管財人又は監督委員への開示 

ハ．検査対象先が、過去の検査において、検査対象先の経営管理

会社に対する開示承諾を受けている場合は、当該経営管理会社

が変更している場合等を除きその都度申請の必要はないものと

する。 
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(15) 主要株主等に対する検査が必要な場合の対応 

主任検査官が、主要株主、金融商品取引業者を子会社とする持株

会社等への検査を行う必要があると判断した場合には、証券検査監

理官(財務局等にあっては、証券取引等監視官)に報告する。当該検

査については、証券検査監理官は証券検査課長と協議し、証券検査

課長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)がこれらの者に対し

て検査を行う必要があると認めた場合に、必要な手続を経て、これ

を実施するものとする。 

 

(16)・(17) （略） 

 

(18) 災害発生時等の対応 

主任検査官は、災害発生により検査対象先が被災した場合には、

直ちに証券検査課長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)にそ

の旨を報告し、指示を受けるものとする。証券検査課長(財務局等に

あっては、証券取引等監視官)は、検査対象先における復旧業務を優

先すべき観点から、主任検査官を通じた検査対象先との協議を可能

な限り経た上で、検査を一時的に中断又は中止することを検討する

ものとする。 

また、検査対象先が被災していない場合においても、証券検査課

長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)は、主任検査官を通じ

た検査対象先との協議を可能な限り経た上で、検査を継続するか否

かを検討するものとする。 

上記検討の結果、検査を継続、中断又は中止する場合は、主任検

査官は、検査対象先の責任者に対して、その旨を口頭により伝達す

るものとする。 

災害以外にも、会社の消滅、システム障害等の特別な事情により、

検査の継続が困難であると考えられる場合には、同様の取扱いとす

る。 

 

(19) (略) 

 

９．検査資料の徴求 

 

(３) 資料の借用 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15)・(16) （略） 

 

(17) 災害発生時等の対応 

主任検査官は、災害発生により検査対象先が被災した場合には、

直ちに証券検査課長にその旨を報告し、指示を受けるものとする。

証券検査課長は、検査対象先における復旧業務を優先すべき観点か

ら、主任検査官を通じた検査対象先との協議を可能な限り経た上で、

検査を一時的に中断又は中止することを検討するものとする。 

 

 

また、検査対象先が被災していない場合においても、証券検査課

長は、主任検査官を通じた検査対象先との協議を可能な限り経た上

で、検査を継続するか否かを検討するものとする。 

 

上記検討の結果、検査を継続、中断又は中止する場合は、主任検

査官は、検査対象先の責任者に対して、その旨を口頭により伝達す

るものとする。 

災害以外にも、会社の消滅、システム障害等の特別な事情により、

検査の継続が困難であると考えられる場合には、同様の取扱いとす

る。 

 

(18) (略) 

 

９．検査資料の徴求 

 

(新設) 
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検査官は、的確かつ効率的な実態把握のため必要な場合には、検

査対象先より、資料等の現物を借り受けるものとする。 

その際、原則として借用書を交付するものとし、借り受けた資料

等については、適切な管理を行うとともに、早期の返却に努めるも

のとする。 

 

(４) (略) 

 

11．講評等 

 

(１) 主任検査官は、臨店検査終了後、指摘事項が整理された段階で(指

摘事項がない場合は可能な限り速やかに)、検査対象先の責任者に対

し、以下の方法により、当該検査の講評を行うものとする。 

なお、証券検査課長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)が

公益又は投資者保護上緊急を要すると判断した場合等については、

講評を行わない場合もある。 

(注) 指摘とは、検査により検査対象先の問題点と判断した事項を、

当該検査対象先に検査結果として通知する事実行為をいう。 

① 検査で認められた法令等違反行為等を伝達する。 

また、問題が認められない場合にはその旨を伝達する。 

② 上記①のうち、検査対象先と認識が相違した事項(以下「意見相

違事項」という。)を確認する。 

 

(４) 講評方法 

講評は、主任検査官が、検査対象先の責任者に対して、原則とし

て、口頭により伝達 (指摘事項がない場合のほか、証券検査課長(財

務局等にあっては、証券取引等監視官)が効率性等の観点から電話に

よる伝達が適当と判断した場合は、電話により伝達)する。なお、講

評は、意見申出の前提となるものであること等を踏まえ、その実施

に際しては、検査対象先に十分内容が伝わるよう努めるものとする。

 

12．意見申出制度 

 

(２) 意見申出制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

(３) (略) 

 

11．講評等 

 

(１) 主任検査官は、臨店検査終了後、指摘事項が整理された段階で(指

摘事項がない場合は可能な限り速やかに)、検査対象先の責任者に対

し、以下の方法により、当該検査の講評を行うものとする。 

なお、証券検査課長が公益又は投資者保護上緊急を要すると判断

した場合等については、講評を行わない場合もある。 

 

(注) 指摘とは、検査により検査対象先の問題点と判断した事項を、

当該検査対象先に検査結果として通知する事実行為をいう。 

① 検査で認められた法令等違反行為等を伝達する。 

また、問題が認められない場合にはその旨を伝達する。 

② 上記①のうち、検査対象先と認識が相違した事項(以下「意見相

違事項」という。)を確認する。 

 

(４) 講評方法 

講評は、主任検査官が、検査対象先の責任者に対して、原則とし

て、口頭により伝達 (指摘事項がない場合のほか、証券検査課長が

効率性等の観点から電話による伝達が適当と判断した場合は、電話

により伝達)する。なお、講評は、意見申出の前提となるものである

こと等を踏まえ、その実施に際しては、検査対象先に十分内容が伝

わるよう努めるものとする。 

 

12．意見申出制度 

 

(２) 意見申出制度の概要 
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② 審理手続等 

イ．意見申出事項は、証券監視委事務局(証券検査課以外の課)が

作成した審理結果(案)に基づいて、証券監視委において審理を

行う。 

ロ．審理結果については、検査終了通知書(案)に反映させる。 

③ 審理結果の回答方法 

審理結果については、検査終了通知書に包含する。  

 

13．検査終了の通知 

 

検査終了通知書は、証券監視委の議決後(財務局等にあっては、財務局

長等説明後)速やかに証券監視委委員長名(財務局等にあっては財務局長

等名)において、検査対象先の責任者に対して交付するものとする(別紙

様式９)。 

なお、検査終了通知書の交付に当たっては、検査対象先の責任者に対

して、証券検査課長(財務局等にあっては、証券取引等監視官)の事前の

承諾なく、第三者に開示してはならないことを伝えるものとする。 

また、検査を中止した場合その他の特段の事情が認められる場合につ

いては、検査終了通知書の交付を行わないものとし、主任検査官は、検

査対象先の責任者に対して、その旨を口頭により伝達するものとする。

検査終了通知書の交付は、臨店検査終了後、３月以内を目途に行うよ

う努めるものとする。 

 

15．検査結果等の公表 

 

(２) 検査対象先名の公表 

法令等の遵守状況等を検証する上で端緒となるべき検査対象先に

係る情報を広く求めていくとの観点から、原則として、臨店検査着

手日(予告検査の場合にあっては検査予告日)から一定の期間、証券

監視委のウェブサイト上で検査対象先名を公表するものとする。 

公表期間は、金融商品取引業者等の業態及び規模等を考慮し、以

下のとおりとする。なお、公表期間の経過前に臨店検査が終了した

場合には、当該臨店検査の終了日までの期間とする。 

・ 第一種金融商品取引業者(金融庁監理業者)  30 営業日 

・ その他                  15 営業日 

② 審理手続等 

イ．意見申出事項は、証券監視委事務局(証券検査課以外の課)が

作成した審理結果(案)に基づいて、証券監視委において審理を

行う。 

ロ．審理結果については、検査結果通知書(案)に反映させる。 

③ 審理結果の回答方法 

審理結果については、検査結果通知書に包含する。  

 

13．検査結果の通知 

 

検査結果通知書は、証券監視委の議決後(財務局等にあっては、財務局

長等説明後。)速やかに証券監視委委員長名(財務局等にあっては財務局

長等名。)において、検査対象先の責任者に対して交付するものとする(別

紙様式９)。 

なお、検査結果通知書の交付に当たっては、検査対象先の責任者に対

して、証券検査課長の事前の承諾なく、第三者に開示してはならないこ

とを伝えるものとする。 

また、検査を中止した場合その他の特段の事情が認められる場合につ

いては、検査結果通知書の交付を行わないものとし、主任検査官は、検

査対象先の責任者に対して、その旨を口頭により伝達するものとする。 

検査結果通知書の交付は、臨店検査終了後、３月以内を目途に行うよ

う努めるものとする。 

 

15．検査結果等の公表 

 

(２) 検査対象先名の公表 

法令等の遵守状況等を検証する上で端緒となるべき検査対象先に

係る情報を広く求めていくとの観点から、原則として、臨店検査着

手日(予告検査の場合にあっては検査予告日。)から臨店検査終了日

までの間、証券監視委のウェブサイト上で検査対象先名を公表する

ものとする。 
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Ⅲ 施行日 

 

(改正) 

本指針は、平成 25 年８月８日から適用する。 

 

 

Ⅳ 参考 

 

(別紙) 

・様式９   検査終了通知書 

 

・検査対象先 

(27) 取引情報蓄積機関等(金商法第156条の80、第194条の７第３項)

(28)～(36) (略) 

(37) その他、上記(１)から(36)までに掲げる法律の規定により証券

検査の対象とされている者 

なお、次に掲げる者が検査対象先の場合には、犯罪収益移転防止法

により証券監視委に委任された権限に基づく検査を同時に実施するも

のとするので留意する。 

イ．金融商品取引業者(法令により規制対象とならない業者を除く。)、

特例業務届出者(犯罪収益移転防止法第 15 条第１項、第 21 条第６項

第１号) 

ロ．登録金融機関(犯罪収益移転防止法第 15 条第１項、第 21 条第６項

第２号) 

ハ．証券金融会社、振替機関、口座管理機関(犯罪収益移転防止法第 15

条第１項、第 21 条第７項) 

 

 

Ⅲ 施行日 

 

 

 

 

 

Ⅳ 参考 

 

(別紙) 

・様式９   検査結果通知書 

 

・検査対象先 

(新設) 

(27)～(35) (略) 

(36) その他、上記(１)から(35)までに掲げる法律の規定により証券

検査の対象とされている者 

なお、次に掲げる者が検査対象先の場合には、犯罪収益移転防止法

により証券監視委に委任された権限に基づく検査を同時に実施するも

のとするので留意する。 

イ．金融商品取引業者(法令により規制対象とならない業者を除く。)、

特例業務届出者(犯罪収益移転防止法第 14 条第１項、第 20 条第６項

第１号) 

ロ．登録金融機関(犯罪収益移転防止法第 14 条第１項、第 20 条第６項

第２号) 

ハ．証券金融会社、振替機関、口座管理機関(犯罪収益移転防止法第 14

条第１項、第 20 条第７項) 

 


